
別紙２  

 

＜審査規程関係「別表１～２、様式１～１４及び料金表」一覧＞ 

 

 

１ 審査業務の概要（審査規程（以下「規程」という。）第１７条第２項） 
 

区      分 審査業務の概要 

保 存 ・ 特 別 保 存    別表１ 

重 要 ・ 特 別 重 要    別表２ 

 

２ 申請書の様式（規程第２０条第３項） 
 

区      分 様   式 

保 存 ・ 特 別 保 存    様式１ 

重 要 刀 剣 等    様式２ 

特 別 重 要 刀 剣 等    様式３ 

 

３ 審査結果通知書の様式（規程第２２条） 
 

区      分 合   格 そ の 他 

保 存 ・ 特 別 保 存    様式４    様式４ 

重 要    様式５―１      様式５－２  

特 別 重 要    様式６―１    様式６－２ 

 

４ 証書の様式（規程第２３条第１項） 
 

区      分 様   式 

保 存 刀 剣    様式７ 

保 存 刀 装 ・ 刀 装 具    様式８ 

特 別 保 存 刀 剣    様式９ 

特 別 保存 刀装 ・刀 装 具    様式１０ 

重 要    様式１１ 

特 別 重 要    様式１２ 

 

５ 重要・特別重要審査料請求書の様式（規程第２６条第２項） 
 

区      分 様   式 

重 要 ・ 特 別 重 要 審 査    様式１３ 

 

６ 重要・特別重要の内容変更申請書の様式（規程第２７条第１項） 
 

区      分 様   式 

重要・特別重要の内容変更    様式１４ 

  



 

７ 審査料金（規程第２６条第１項） 

（令和７年４月１日改正） 

区   分 取 扱 種 別 
料     金 

合   格 不合格又は現状 

保  存 刀 剣 会   員 ３５，７５０円 １４，３００円 

非 会 員 ４１，２５０円 １９，８００円 

刀 装 会   員 ３５，７５０円 １４，３００円 

非 会 員 ４１，２５０円 １９，８００円 

刀装具 会   員 ２４，３１０円 １０，０１０円 

非 会 員 ２９，８１０円 １５，５１０円 

特別保存 刀 剣 保存付き 会 員 ５０，０５０円 １４，３００円 

保存付き 非会員 ５５，５５０円 １９，８００円 

同時申請 会 員 ４２，９００円 １４，３００円 

同時申請 非会員 ４８，４００円 １９，８００円 

刀 装 保存付き 会 員 ５０，０５０円 １４，３００円 

保存付き 非会員 ５５，５５０円 １９，８００円 

同時申請 会 員 ４２，９００円 １４，３００円 

同時申請 非会員 ４８，４００円 １９，８００円 

刀装具 保存付き 会 員 ４２，９００円 １０，０１０円 

保存付き 非会員 ４８，４００円 １５，５１０円 

同時申請 会 員 ３８，６１０円 １０，０１０円 

同時申請 非会員 ４４，１１０円 １５，５１０円 
     

重  要 刀 剣 会   員 ３１４，６００円 ３０，０３０円 

非 会 員 ３６９，６００円 ８５，０３０円 

刀 装 会   員 ３１４，６００円 ３０，０３０円 

非 会 員 ３６９，６００円 ８５，０３０円 

刀装具 会   員 １７１，６００円 ２１，４５０円 

非 会 員 ２２６，６００円 ７６，４５０円 

特別重要 

 

刀 剣 会   員 ４８６，２００円 ４４，３３０円 

非 会 員 ５４１，２００円 ９９，３３０円 

刀 装 会   員 ４８６，２００円 ４４，３３０円 

非 会 員 ５４１，２００円 ９９，３３０円 

刀装具 会   員 ３４３，２００円 ３０，０３０円 

非 会 員 ３９８，２００円 ８５，０３０円 

 

１ 特別保存申請は、保存を、重要申請は、特別保存を、特別重要申請は、重要を経由すること。 

２ 保存・特別保存同時申請で、特別保存まで合格した場合、審査料から「刀剣・刀装は、７，１５０円」、

「刀装具は、４，２９０円」を割り引く。 

３ 非会員は、保存・特別保存は５，５００円、重要・特別重要は５５，０００円の割り増しとする。 

４ 本審査料金は、令和７年８月審査の申請分から適用し、令和７年６月審査の申請分までについては、  

 なお従前の例による。 

 

 

 

                                     

 



別表１  

＜保存・特別保存審査業務の概要＞ 

 

 受 付 

     ① 受付時は、総務部及び学芸部の職員が共同して行う。 

     ② 申請物件（刀剣登録証を付けて）を申請書類とともに、協会受付に申請者又

は、その代理人（以下「申請者等」という。）が持参する。 

     ③ 受付期間は、月初め３日間を広報誌及びホームページにあらかじめ掲載して

告知する。 

     ④ 申請書類とは、協会が定める様式（Ａ４判１枚）に、申請物件・住所・氏名

等必要事項を明記した申請書である。 

     ⑤ 特別貴重・甲種特別貴重・保存等の証書は、現物と照合して、その場で返却

する。 

     ⑥ 申請書に基づき、受付関係書類を作成し、パソコンで管理する。 

     ⑦ 送付申請物件は、受付終了後、美術品搬送会社社員とともに学芸部職員が開

梱し、関係書類・申請物件等を確認し、申請を受理する。 

 保管・管理 

     ○ 申請受理した刀剣等は、収蔵庫に保管する。 

 

 審査準備 

     ① 刀剣は、刀身の油を拭き取る等して準備を行う。 

     ② 収蔵庫から申請物件を出して、審査会場に受付番号順にならべる。 

 審 査  

     ① 各審査員が申請物件を鑑定し、審査手帳に記載する。 

     ② 審査手帳には、受付番号、種別、銘文、認定書等の有無が記入してある。 

 審 議  

     ① 各審査員の審査結果を基に、充分に議論を尽くし、合議制で決定する。 

     ② 審査結果は、パソコンで審査台帳に記載する。 

 写真撮影 

     ○ 合格した審査物件（以下「合格物件」という。）は、学芸部職員等が鑑定書及

び台帳添付用の写真撮影を行う。 

 調書作成 

     ○ 学芸部職員等が、合格品の調書（作品の名称・法量・品質形状・制作年代・

申請者氏名等）をパソコンで入力し、合格物件の調書を作成する。 

 結果通知 

     ○ 審査台帳に基づき、協会が定める所定の書式で、申請者等に審査結果を通知

する。 

 管理課引継 

     ○ パソコン上の調書と写真を管理課が引継ぎ、鑑定書を作成する。 

  



                                    別表２  

＜重要・特別重要審査業務の概要＞ 

 

 受 付 

     ① 受付時は、総務部及び学芸部の職員が共同して行う。 

     ② 申請物件（刀剣登録証を付けて）を申請書類とともに、協会受付に申請者又

は、その代理人（以下「申請者等」という。）が持参する。 

     ③ 受付期間は、重要刀剣は年１回、特別重要刀剣は２年に１回、３日間を予定

し、広報誌及びホームページにあらかじめ掲載して告知する。 

     ④ 申請書類とは、協会が定める様式（Ａ４判１枚）に、申請物件・住所・氏名

等必要事項を明記した申請書である。 

     ⑤ 重要刀剣等申請の場合は、特別保存の証書を現物と照合してその場で返却し、

特別重要刀剣申請の場合は、重要刀剣指定書を現物と照合して、その場で返却

する。 

     ⑥ 送付申請物件は、受付終了後、美術品搬送会社社員とともに学芸部職員が開

梱し、関係書類・申請物件等を確認し、申請を受理する。 

 保管・管理 

     ○ 申請受理した刀剣等は、収蔵庫に保管する。 

 

審査準備 

     ① 刀剣は、刀身の油を拭き取る等して準備を行う。 

     ② 収蔵庫から申請物件を出して、審査会場に受付番号順にならべる。 

 第１段階審査  

     ① 審査員が各自で第１段階審議を行い、合議制で明らかに不合格となる申請物

件を選別する。 

     ② 審査員が各自の審査結果を持ち寄って、第２段階審査にかける申請物件を、

合議制で審議する。 

     ③ 第２段階審査にかける申請物件は、国・流派・刀工等に分類して会場に並べ、

議案を作成する。 

 第２段階審査  

     ○ 第２段階審査は、協会会長が委嘱した外部委嘱審査員と同会長指名審査員が

審査する採点を集計し、その結果を基に充分に議論を尽くし、合議制で決定す

る。 

 結果通知 

     ○ 審査台帳に基づき、協会が定める所定の書式で、申請者等に審査結果を通知

する。 

 図譜作成 

     ○ 学芸部職員等が、合格品の調書（作品の名称・法量・品質形状・制作年代・

説明・申請者氏名等を明記する。）を作成し、学術資料として図譜を作成する。 

 管理課引継 

     ○ 図譜の完成後、管理課が引継ぎ、指定書を作成する。 


